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高 齢 福 祉 

 

１．高齢者の年齢別人口                      単位：人（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

区   分 
65 歳～74 歳 75 歳～89 歳 90 歳以上 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

平成 27 年 6,304 7,458 13,762 4,619 6,424 11,043 310 996 1,306 

平成 28 年 6,394 7,502 13,896 4,773 6,681 11,454 340 1,045 1,385 

平成 29 年 6,256 7,382 13,638 5,045 6,980 12,025 394 1,131 1,525 

平成 30 年 6,198 7,302 13,500 5,208 7,211 12,419 428 1,202 1,630 

令和元年 6,019 7,140 13,159 5,381 7,462 12,843 459 1,277 1,736 

令和 2 年 5,940 7,047 12,987 5,455 7,632 13,087 494 1,341 1,835 

令和 3 年 5,942 7,044 12,986 5,437 7,646 13,083 508 1,390 1,898 

令和 4 年 5,803 6,874 12,677 5,584 7,849 13,433 552 1,438 1,990 

令和 5 年 5,493 6,488 11,981 5,769 8,194 13,963 585 1,518 2,103 

令和 6 年 5,250 6,122 11,372 5,968 8,514 14,482 624 1,596 2,220 

 

２．施設循環福祉バスの運行 

ノーマライゼーションの視点から高齢者や障がい者（児）、妊産婦が少しでもまちに出

るのを支援することを目的に福祉バスを運行し、社会参加の促進を図っている。 

     運行台数  2 台（リフト付き、定員 19 名プラス車椅子 1 台） 

              2 台（リフトなし、定員 27 名  1 台は早朝のみ運行） 

     令和 5 年度利用者 62,604 人 

 

３．地域包括支援センターの運営 

平成 18 年度より地域包括支援センターを設置し、令和 5 年度に 1 か所追加。市内 5 か

所のセンターそれぞれに、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の 3 名の専門職員

を配置し、地域の高齢者が、できる限り住み慣れた地域で生活を継続していくことがで

きるように、保健・医療・福祉サービスなどの総合的な提供の調整や総合相談支援業務、

権利擁護事業等を行なうとともに、地域ケアの推進を図っている。 

 

４．在宅福祉の状況                        （令和 5 年度） 

事      業 利   用   状   況 

  高齢者街かどデイハウス 61 人 延べ 2,817 人  

  紙おむつ給付 96 人 延べ  776 枚 (給付券) 

  緊急通報装置 395 人   

 在日外国人高齢者福祉金      0 人   
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５．老人福祉施設入所措置状況（令和 5 年度） 

他市養護老人ホーム 措置人数  延べ 9 人 

 

６．プラチナ婚・金婚祝賀 

結婚 75 周年・50 周年を迎えられたご夫婦に記念品をお贈りする。 

 

７．老人クラブ 

  年    度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

クラブ数 

会 員 数     

34 団体 

1,999 人 

34 団体 

1,970 人 

33 団体 

1,868 人 

32 団体 

1,752 人 

31 団体 

1,623 人 

 

８．長寿祝金                    （令和 6 年 4 月 1 日現在） 

事   業  内  容 支   給   額 備  考 

本市に１年以上居住し、満

88 歳、100 歳及び満 101 歳

以上の方 

満 88 歳       

満 100 歳      

満 101 歳以上  

20,000円 

50,000 円 

10,000 円 

（予算） 

15,800 千円 

 

 

９．多世代交流施設整備 

   「敬老の里」周辺地域の機能更新及び再整備の検証・検討を踏まえ、多様化するニ

ーズや子育て支援等に対応するため、敬老の里に世代を超えた様々な人たちが気軽に

立ち寄り、ふれあい、学び合える拠点を整備する。令和 5 年度をもって、基本設計を

完了し、今後は市立旧敬老会館、旧白寿荘の撤去工事及び新施設の実施設計を進めて

いく。 
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社 会 福 祉 
 

１．生活保護の状況                         （上段：月平均、下段：年間延数） 

 年度 

区分 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

世帯数 人 員 扶助額 世帯数 人 員 扶助額 世帯数 人 員 扶助額 

生 活 

扶 助 

世帯 

592 

7,098 

人 

701 

8,411 

千円 

37,374 

448,487 

世帯 

600 

7,204 

人 

712 

8,539 

千円 

38,053 

456,635 

世帯 

604 

7,243 

人 

712 

8,544 

千円 

37,161 

445,931 

住 宅 

扶 助 

594 

7,124 

698 

8,381 

21,463 

257,550 

601 

7,215 

708 

8,500 

21,616 

259,389 

605 

7,262 

711 

8,527 

21,832 

261,980 

教 育 

扶 助 

17 

200 

23 

275 

189 

2,265 

17 

204 

25 

300 

154 

1,844 

11 

135 

18 

220 

114 

1,370 

医 療 

扶 助 

579 

6,948 

656 

7,866 

65,517 

786,199 

585 

7,022 

663 

7,947 

62,902 

754,825 

587 

7,040 

668 

8,009 

66,193 

794,310 

介 護 

扶 助 

143 

1,715 

148 

1,770 

1,570 

18,839 

139 

1,664 

143 

1,715 

1,362 

16,338 

144 

1,722 

148 

1,770 

1,482 

17,738 

 

       年度 

区分 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

そ 

の 

他 

の

扶

助 

出 産 扶 助         
件 

0 

千円 

0 

件 

0 

千円 

0 

件 

0 

千円 

0 

生 業 扶 助         147 1,594 113 1,506 156 2,141 

葬 祭 扶 助         13 1,389 10 1,261 6 833 

施 設 事 務 費         76 12,714 81 12,889 62 11,290 

就労 自立給付金 4 151 6 276 13 506 

進学 準備給付金 5 700 1 100 2 200 

委 託  事  務 費 5 214 2 87 0 0 

 

２．福 祉 金                         （令和 6 年 4 月 1 日現在） 
項 目      事 業 内 容           支 給 額         備 考     

福 祉 貸 付 金 

(1)生活資金 

 本市居住 1 年以上の低所得者階層の 

 希望者に貸付を行う。 

1 世帯 250,000 円以内 

据置 1 ケ月 

   40 ケ月 

月賦償還 

 （予算） 

1,000 千円 

(2)高等学校入学準備金 

 本市居住 1 年以上の低所得者階層で 

 学校長が高等学校入学を認めた希望 

 者に貸付を行う。 

1 人  300,000 円以内 

据置就職後 6 ｹ月 

100 ケ月 

月賦均等償還 

（予算） 

1,200 千円 

生活困窮者水洗

便所改造資金給

付金 

生活保護世帯並びにこれに準ずる世帯

が既設のくみ取り便所を水洗便所に改

造する場合に要する資金を支給。 

   約 200,000 円 
（改造に要する費用） 

（予算） 

200 千円 

災 害 弔 慰 金        
市民が災害、交通事故または犯罪行為に

より死亡したときに支給。 
          200,000 円 

（予算） 

   380 千円 
災 害 見 舞 金 

市民の住家が災害により被害を受けた

ときに支給。 

全焼､全壊 100,000 円 

半焼､半壊  50,000 円 

床上浸水   20,000 円 

市民が災害、交通事故または犯罪行為に

より 3 月以上の入院加療を要する傷害

を受けたときに支給。 

           30,000 円 
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項 目      事 業 内 容           支 給 額         備 考     

交 通 遺 児 奨 学 

資 金 貸 付 金 

道路交通法による車両により発生した

扶養義務者の死亡により交通遺児とな

ったもので、本市に住所を有し本市内の

小・中学校又は義務教育学校に通学する

ものに貸付。 

１人月額    2,000 円 
（予算） 

      24 千円 

 
３．進学支援 
  生活保護世帯及び児童扶養手当受給世帯の高校 3 年生で、大学進学を希望する者に、

学習塾の入学金、授業料等を助成する。（平成 24 年度からの新規事業） 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額 

 

6 

件 千円 

2,000 

 

2 

件 千円 

568 

 

5 

件 千円 

1,764 

 
４．池田市総合福祉施策推進審議会の設置 
  すべての市民が住み慣れた地域において健康でこころ豊かに安心した生活を送り、と 

もに社会参加のできる福祉のまちの実現を基本理念として「池田市総合福祉施策推進審                            

議会」を設置している。 

 
５．地域福祉の推進 
  社会福祉法第 4 条及び第 107 条の規定に基づき策定した「第 4 期池田市地域福祉計画・

第 5 次池田市地域福祉活動推進計画」により、地域福祉の推進を図っている。 
 

６．池田市保健福祉総合センターの管理 
  各種の保健事業を行う保健センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、

子育て支援つどいの広場、社会福祉協議会等が入居する保健福祉施策推進の中核施設。

また、市民交流の場として会議室・調理実習室等の貸館、ふれあいコーナー、談話コー

ナー等を設けている。なお、平成 29 年度より社会福祉法人池田市社会福祉協議会の指

定管理により運営している。   
  
（１）施 設 情 報   
    所 在 地  池田市城南 3 丁目 1 番 40 号   

   開 設  平成 21 年 3 月 

   構 造  鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 4 階建 

   規 模  延床面積 7,300.41 ㎡ 

     開 館 時 間    午前 9 時から午後 9 時まで 

休  館  日    第 2 土曜日と年末年始 
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（２）駐 車 場 使 用 料  

時間 使用料 

30 分以内 無料 

30 分を超え 1 時間まで 300 円 

1 時間を超える 30 分ごと 100 円加算 

 

（３）施 設 使 用 料 

施 設 名 定員 
9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17：00 

18:00～ 

21：00 

9:00～ 

17：00 

13:00～ 

21：00 

9:00～ 

21：00 

大 会 議 室 

192 人 

椅子席

120 人 

机席 

5,800 円 7,400 円 8,300 円 9,900 円 11,700 円 14,300 円 

会 議 室 1 24 人 1,900 円 2,500 円 2,800 円 3,300 円 3,900 円 4,800 円 

会 議 室 2 36 人 1,900 円 2,500 円 2,800 円 3,300 円 3,900 円 4,800 円 

会 議 室 3 12 人 900 円 1,200 円 1,300 円 1,500 円 1,800 円 2,200 円 

講 習 会 室 20 人 1,900 円 2,500 円 2,800 円 3,300 円 3,900 円 4,800 円 

健康教育室 84 人 5,100 円 6,600 円 7,300 円 8,700 円 10,400 円 12,600 円 

調理実習室 30 人 3,000 円 3,900 円 4,300 円 5,100 円 6,100 円 7,400 円 

 

（４）施 設 別 利 用 状 況                 （令和 5 年度） 

施  設  名 件 数 利用者数 備 考 

    

大 会 議 室     

件 

313 

人 

6,484 

 

会 議 室 1 0 0  

会 議 室 2 0 0  

会 議 室 3 0 0  

講 習 会 室 23 286  

健 康 教 育 室 467 13,412  

調 理 実 習 室 78 1,025  

研 修 室 752 10,782 2-1、2-2、2-3、3-1、3-2、4-1 

会 議 室 572 4,566 2-1、2-2、3-1、3-2、3-3 

多 目 的 室 484 3,355 3-1、4-1、4-2 

そ の 他 753 13,440 センター作業室、相談室、作業室 

※会議室 1・2・3、新型コロナウイルスワクチン接種業務に伴い、一般利用を休止してい

た。 

（令和 5 年度） 

施  設  名 件 数 利用者数  

つ ど い の 広 場 274 10,484 

障 害 者 支 援 セ ン タ ー 243 9,052  
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障 が い 福 祉 

 

１．障がい者手帳所持者数 

                            （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区分 

障がい別 
人員 (人) 

内   訳（人） 

18 歳未満 18 歳以上 

 

 

身 

    

体 

視  覚 210  2  208  

聴  覚 246  5  241  

音 声 ・ 言 語 機 能 41  0  41  

肢 体 不 自 由 1,444  35  1,409  

内  部 1,083  13  1,070  

計 3,024  55  2,969  

知  的 820  262  558  

精  神 1,293  94  1,199  

 

２．居宅介護支援給付事業 

    居宅で生活する障がい者（児）に対し、ホームヘルパー・ガイドヘルパーの派遣、サ

ービス利用計画の作成、高額障がい福祉サービス費の支給及び地域移行･地域定着の相

談支援等、居宅生活での介護等に関する障がい福祉サービス費の給付を行う。 

 

３．施設介護支援給付事業 

    常時介護を要する障がい者に対し、医療及び介護サービスを行う日中活動の場の提供

及び緊急時の短期入所等、施設での介護等の障がい福祉サービス費の給付を行う。 

 

４．施設入所支援給付事業 

常時介護を要する障がい者に対し、施設入所での夜間の介護等の給付及び食費・光熱

費等の必要経費の障がい福祉サービス費の給付を行う。また、グループホーム入居者の

家賃を軽減する特定障がい者特別給付費の給付を行う。 

 

５．施設訓練給付事業 

    居宅で生活する障がい者に対し、生活訓練や就労に必要な訓練を行う日中活動の場の

提供等、施設での訓練等の障がい福祉サービス費の給付を行う。 
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（令和 6 年 3 月 31 日現在）  

 

６．共同生活支援給付事業 

    地域において共同生活を営む障がい者に対し、365 日・24 時間、共同生活における介

護や援助を行う共同生活援助（グループホーム）給付費の給付を行う。  

    

７．地域生活支援給付事業 

    居宅で生活する障がい者（児）に対し、移動支援、日中一時支援、障がい者デイサー

ビス及び障がい児通学支援などの地域生活支援サービスの給付費の給付を行う。 

 

８．障がい者地域支援センター運営事業 

在宅の障がい者（児）に対し、基幹相談支援センター「福祉相談くすのき」、障がい

者地域生活支援センター「ひだまり」、相談支援事業所「あおぞら」及び相談支援セン

ター「合同会社 Sun はーと」で、各種障がい福祉サービスの利用援助、社会資源の活用

や介護相談及び情報の提供等を総合的に行い、地域における生活を援助し自立と社会参

加の促進を行う。 

在宅の精神障がい者に対し、精神障がい者地域活動支援センター｢咲笑｣で生活相談を

行う。 

また、障がい者の自立の促進を図る地域生活拠点整備を「福祉相談くすのき」で行い、

障がい者が地域で安心して暮らせる体制の整備を行う。 

 

 事 業 名  入 所（人）  通 所（人）  合 計（人） 

障
害
者
総
合
支
援
法 

生活介護（身体） 18   10  28 

生活介護（知的） 48 128 176 

生活介護（精神）  2  39  41 

自立訓練（身体）  0   0   0 

自立訓練（知的）  0   3   3 

自立訓練（精神）  0   3   3 

就労継続支援（身体）  0  26  26 

就労継続支援（知的）  0  104  104 

就労継続支援（精神）  0  140  140 

就労継続支援（難病）  0   3   3 

就労移行支援（身体）  0   4        4 

就労移行支援（知的）  0   7   7 

就労移行支援（精神）  0  40  40 

 合計 68 507 575 
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９．自立支援医療費給付事業 

    身体障がい者に対し、障がいを軽減するための医療（更生医療）費の給付、及び 18 

歳未満の児童に対し、障がいを未然に防いだり、軽減するための医療（育成医療）費の 

給付を行う。 

 

１０．障がい者補装具・日常生活用具給付事業 

     身体障がい者（児）に対し、補装具の給付費・修理費の給付を行う。  

    心身障がい者（児）に対し、日常生活用具の給付を行う。 

 

１１．重度障がい者住宅改造助成事業 

   重度の身体障がい者、重度の知的障がい者の住む住宅を改造することにより、障が

い者の日常生活の向上を図る。 

 

１２．障がい者自動車改造費助成事業 

   重度の身体障がい者が運転する自動車を改造することにより社会的自立の促進を図

る。 

  

１３．特別障がい者手当等給付事業 

   20 歳以上の従前の福祉手当受給者で、特別障がい者手当又は障害基礎年金を受給で

きない者、日常生活が著しく制限され、常時介護を要する状態にある 20 歳以上の重

度障がい者に支給し、経済的負担の軽減を図る。 

 

１４．身体障がい者手帳診断料助成事業 

   市町村民税非課税世帯に対し、身体障がい者手帳申請時の診断書料を助成する。 

 

１５．障がい者地域相談事業 

（社福）てしま福祉会に委託し、精神障がい者の方の相談を、精神保健福祉士等の

資格を持つ相談員が障がい福祉課窓口にて、相談、情報提供を行う。 

 

１６．障がい者相談員設置事業 

障がいを持つ当事者、保護者が障がい者等からの相談を直接受けることにより、

様々なアドバイス等を行う。 
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１７．聴覚障がい者等支援事業 

聴覚・言語障がい者（児）に対し、手話通訳者・要約筆記者を派遣することにより、

コミュニケーションの円滑化と社会参加の増進を図る。また、緊急時の通信手段とし

て FAX を消防本部への連絡手段として確保する。 

公的行事や市議会の傍聴者への手話通訳派遣を行う。 

 

１８．障がい者入浴サービス事業 

在宅で生活する重度の障がい者で、自力又は家族の介護だけでは入浴が困難な方に、

移動入浴車で訪問し、入浴サ―ビスを行う。また、市立くすのき学園の施設内で入浴

を実施することにより、障がい者の清潔を保ち、家族等の介護負担の軽減を図る。 

 

１９．障がい者社会参加促進事業 

ノーマライゼーションの実現に向けた障がい者（児）のニーズに応じた事業を実施

し、自立と社会参加の促進を行う。 

また、障がい者美術・作品展を開催し、障がい者が自ら完成した作品を公開展示す

ることにより、広く社会に障がい者に対する理解を深め、自己表現の場を通じ、生活

意欲の向上、社会参加の促進を目指す。 

障がい者に対する理解を深めるため、「障がい者週間」「人権週間」記念池田市民の

つどい等の一般市民対象の啓発事業を行う。 

 

２０．地域自殺対策強化事業 

精神障がい者地域活動支援センター咲笑（さくら）に「相談支援事業」、「人材養成

事業」を委託し、自殺念慮に至っている方々に対する相談支援を行う。 

 

２１．精神障がい者バス利用助成事業 

市内在住の精神障がい者手帳 1・2 級の所持者に対し、バス運賃を助成することに

より、精神障がい者の社会参加の促進を図る。 

 

２２．障がい者等指定ごみ袋宅配事業 

無料配布している福祉配布分の指定ごみ袋を市内通所している障がい者が個別宅

配することにより、障がい者の就労に対する理解を深め、障がい者の工賃向上を図る。 
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２３．難聴児補聴器購入等助成事業 

障害者総合支援法及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならない軽度の難聴

児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する。 

 

２４．重度障がい者タクシー料金補助事業 

   重度障がい者が通院等に利用するタクシー運賃を助成する。 

 

２５．重度障がい者等就労支援特別事業 

常時介護を必要とする重度障がい者の支援を就業中にも行うことで、働く意思と能

力を持ちながら、働くことのできない者に対する就労意欲を拡大し、社会参加を促進

する。   

 

２６．成年後見制度事業 

判断能力が不十分で、4 親等内の親族のいない障がい者に対し、家庭裁判所に後見

人選任の申立を行うため、市長が審判開始の申立てを行う。 

 

２７．障がい者歯科診療事業 

心身障がい者(児)に対し、歯科診療の受診機会を確保すると共に、歯の健康管理の

増進を行う。 

 

２８．障がい者支援施設運営補助事業 

（社福）池田芽ばえ福祉会「東山作業所」、（社福）産経新聞厚生文化事業団「こす

もす」及び「ワークスペースさつき」に施設運営等の補助を行う。 

 

２９．くすのき学園管理運営事業 

知的障がい者に対し、生活訓練や作業指導を行い、社会生活の自立を図る。 

所在地          池田市五月丘 3 丁目 4 番 7 号 

開設            昭和 60 年 5 月 1 日 

構造            3 階建 鉄筋コンクリート造 

敷地面積        2130.01 ㎡ 

延床面積      1460.88 ㎡ 

定員            60 名 

運営委託先      社会福祉法人 産経新聞厚生文化事業団 

在園期間        概ね 3 年 
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指導内容        空き缶処理、さをり織り、受託加工作業のほか、生活訓練を通

じて、実社会への適応能力の向上を図る。 
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介 護 保 険 

 

介護保険事業状況 

１．概    要 

  介護保険制度は、第 8 期介護保険事業計画の 3 年目で、地域支援事業、介護人材確保

事業、給付事業などを推進している。 

  第 1 号被保険者数は、月平均 28,215 人で要介護等認定者数は、月平均 6,001 人になっ

ている。 

  認定審査会は、池田市、豊能町、能勢町の 1 市 2 町の共同で設置し、延べ 225 回開催

し、6,627 件のうち池田市分は 4,656 件審査した。 

  介護保険料は、一人当り月額基準額 5,960 円を、令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月まで

徴収し、収納率は 99.38％になった。一方、介護給付は月平均、居宅介護サービスで 3,837

人、地域密着型サービスで 899 人、施設サービスで 563 人にサービスの提供を行った。 

 

２．要介護認定状況（令和 5 年度月平均）                                  （人） 

区   分 
要支援

1 

要支援

2 

要介護

1 

要介護

2 

要介護

3 

要介護

4 

要介護

5 
計 

第 1 号 

被保険者 
1,233 889 1,017 851 692 667 562 5,911 

第 2 号 

被保険者 
17 15 8 17 10 13 10 90 

総   数 1,250 904 1,025 868 702 680 572 6,001 

 

３．第 1 号被保険者介護保険料調定・収納状況 

区   分 人数（人） 調定（千円） 収納（千円） 収納率（％） 

特 別 徴 収 24,610 1,704,154 1,704,154 100.00 

普 通 徴 収 4,856 219,469 207,534 94.56 

合   計 29,466 1,923,623 1,911,688 99.38 

 

４．保険給付状況 

項   目 
居 宅 介 護 

サ ー ビ ス 

地域密着型 

サ ー ビ ス 

施 設 

サ ー ビ ス 
合   計 

保険給付費 5,050,736 千円 1,523,260 千円 2,013,964 千円 8,587,960 千円 

月平均人数 3,837 人 899 人 563 人 4,927 人 

一人当り給付費 109,694 円 141,200 円 298,100 円 145,253 円 

95



５．地域支援事業 

  認知症の人ができる限り住み慣れた環境で安心して暮らし続けることができるように、

認知症施策推進事業を実施している。専門職が認知症の人とその家族を訪問し、本人や

家族等の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行っている。さら

に、認知症地域支援推進員を配置し、関係機関との連携体制を構築している。 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するための必要な

体制作りを行う、在宅医療・介護連携推進事業を実施している。その中で、市内の医療・

介護資源の集約・管理・発信を行えるシステム、「いけだ医療介護ナビ」を運用してい

る。 

  地域ケア会議の充実として、自立支援型の地域ケア個別会議を実施している。様々な

個別事例を通じて、各地域の課題の抽出を行い、課題解決のための事業へと展開してい

る。 
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１．国民年金被保険者数（令和6年3月31日現在）

12,389 人 任意加入者214人含む

6,978 人

19,367 人

２．保険料免除被保険者数（令和6年3月31日現在）

855 人 4,901 人 5,756 人

３．国民年金受給者数（令和6年3月31日現在）

127 人

89 人

16 人

7 人

239 人

26,402 人

1,522 人

167 人

28,091 人

0 人

11 人

28,341 人

保　　険　　年　　金

加 入 種 別 加 入 人 数 備 考

第 1 号 被 保 険 者

第 3 号 被 保 険 者

合 計

法 定 免 除 申 請 免 除 総 数

年 金 の 種 類 受 給 者 数

老 齢 年 金

通 算 老 齢 年 金

障 害 年 金

寡 婦 年 金

小　　　　　　計

老 齢 基 礎 年 金

合　　　　　　計

障 害 基 礎 年 金

遺 族 基 礎 年 金

小　　　　　　計

老 齢 福 祉 年 金

特 別 障 害 給 付 金
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４．国民健康保険年度別事業概要

　　　　　　年　　度 令和 令和 令和 令和

3 4 5 6

　区   分 （当初予算）

被 保 険 者 数 (人) 19,720 18,808 17,753 16,825

6,395 6,229 6,056 5,645

世 帯 数 (世帯) 13,275 12,875 12,385 11,925

5,530 5,410 5,296 4,945

(円) 9,418 9,774 10,238 11,182

(％) 94.01 94.23 93.86 93.55

(円) 25,207 24,474 24,509 22,867

(千円) 8,086,819 7,782,551 7,591,150 8,049,091

(千円) 157,028 152,227 150,112 162,930

(千円) 8,243,847 7,934,778 7,741,262 8,212,021

(円) 416,988 419,807 434,171 486,062

18,084,142 22,185,792 16,540,980 40,000,000

(円) ※
1
(420,000) ※

1
(420,000) ※

2
(500,000) ※

2
(500,000)

5,850,000 5,600,000 5,450,000 7,500,000

(円) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

(円) 17,058,100 16,921,417 17,515,890 18,303,000

歳 入 (千円) 10,945,806 10,733,724 10,572,008 10,604,769

歳 出 (千円) 10,414,580 10,195,212 10,141,327 10,604,769

差 引 (千円) 531,226 538,512 430,681 0

(千円) 1,035,884 1,056,497 1,056,299 1,092,998

※
1 
産科医療補償制度加入分べん機関で出産した場合は、1件当り420,000円、

　 それ以外で出産した場合は404,000円（令和4年1月1日以降は408,000円）。

※
2 
産科医療補償制度加入分べん機関で出産した場合は、1件当り500,000円、

　 それ以外で出産した場合は488,000円。

　

被
保
険
者

（内、介護第2号被保険者数）

（内、介護第2号世帯数）

保険料1人当りの月平均

保 険 料 収 納 率

1件当りの療養給付費

保
険
給
付

療 養 の 給 付

療 養 費

合 計

1 人 当 り 費 用 額

各
年
度

決
算
額

一 般 会 計 繰 入 金

任
意
給
付

出 産 育 児 一 時 金

（1件当り単価）

葬 祭 費

（1件当り単価）

精神･結核医療給付金
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５．賦　課　方　法

賦課期日

後の増減

令和6年度

  医療給付費分  65万円

  支援金分      22万円

  介護納付金分  17万円

６．保　険　料　率

年度

保険料率

医 療
給 付 費 分

後期高齢者
支 援 金 分

介 護

(％) 納 付 金 分

医 療
給 付 費 分

後期高齢者
支 援 金 分

介 護

(円) 納 付 金 分

医 療
給 付 費 分

後期高齢者
支 援 金 分

介 護

(円) 納 付 金 分
―

19,389

11,167

35,040

2.64

―

10,574

34,80332,105

9,500

5

33,730

10,584

19,552

33,698

9.568.62

2.73

30,640

9,478

18,213

9.18

2.97

2.61

18,306

令和
　　　 3

賦課期日

1世帯につき

被保険者1人につき 4月1日 月割賦課

前年総所得

区　　分

所  得  割

均  等  割

平  等  割

賦  課  標  準 賦 課 限 度 額

均
　
等
　
割

平
　
等
　
割

所
 
得
 
割

9,858

―

2.47

31,870

―

11,091

4

8.71

2.66

2.48

31,854

9,426

　　　 6

3.12
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保  険  医  療 

 

１．老人医療費助成制度                 （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 扶助費決算額 

老 人 医 療 費 

公 費 負 担 

 

65 歳以上で一定要件等に該当す

る高齢者に対して医療費の一部を

助成していたが、令和 3 年 3 月末で

経過措置終了となり、以降は医療機

関からの月遅れ請求などに対して

助成し、健康保持と福祉の増進を図

る。 

 

0 人 4,817 円 

 

 

２．重度障がい者医療費助成制度             （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 扶助費決算額 

重度障がい者

医 療 費 

公 費 負 担 

 

（１）身体障害者手帳 1 級又は 2 級 

   の方 

（２）知的障害の程度が重度の方 

（３）知的障害の程度が中度で、か 

つ身体障害者手帳を所持する 

方 

（４）重度の難病患者 

（５）精神障害者保健福祉手帳 1 級

の方 

に対して医療費の一部を助成し、 

健康の保持と生活の安定、福祉の 

増進を図る。 

 

1,480 人 176,102,291 円 

 

３．ひとり親家庭医療費助成制度                       （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 扶助費決算額 

ひ と り 親 

家 庭 医 療 費 

公 費 負 担 

 

満 18 歳以降最初の 3 月末までの

子どもを監護又は養育するひとり

親家庭に対して医療費の一部を助

成し、健康の保持と生活の安定を

図る。 

 

養育者等 

608 人 

 

子ども 

903 人 

 

合計 

1,511 人 

59,145,969 円 
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４．子ども医療費助成制度                    （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 扶助費決算額 

子ども医療費 

公 費 負 担 

 

満 18 歳以降最初の 3 月末までの

子どもに対して医療費の一部を助

成し、保護者の医療費負担を軽減す

るとともに、子どもの健全な育成お

よび子育て支援の推進を図る。 

 

15,277 人 424,811,532 円 

 

 

５．未熟児養育医療給付制度               （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 扶助費決算額 

未 熟 児 養 育 

医 療 給 付 費 

公 費 負 担 

 

種々の未熟性があり、入院治療を

必要とする乳児に対し医療保険にお

いて負担すべき額の一部を助成し、

保護者の医療費負担を軽減するとと

もに、乳児の健全な育成を図る。 

 

27 人 6,384,305 円 

 

 

６．後期高齢者医療制度                 （令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区   分 事 業 内 容 対象者数 歳出決算額 

後 期 高 齢 者 

医 療 事 業 

 

  被保険者は、市内に居住する 75 歳

以上の高齢者の方 （65 歳以上 75

歳未満で申請により、心身等一定の

障害があると広域連合が認めた方）

の保険制度で、高齢者等の健康保持

と福祉の増進を図る。 

16,473 人 2,033,455,375 円 

 

101


